
公益財団法人新潟市開発公社

「理事長への手紙」処理フロー

意 見 、 要 望 等

封書(郵便)

[理事長あて]

電子メール

[総務課アドレス]

葉書、ＦＡＸ

[理事長あて]

各施設で受け取り 総 務 課 で 受 け 取 り

「専用封筒」又は

「意向の表書きがあ

る一般封筒」

総 務 課 で 開 封 、 内 容 確 認 等

公社が対象 公社が対象外

対象法人へ転送

「 理 事 長 へ の 手 紙 」 と し て 総 務 課 で 受 付

「理 事 長」 案 件

回 答
回答の対象外

･回答を要しないもの

･匿名

･誹謗中傷 等

公表可 公表不可 公社内周知

「所 属 長」 案 件

公表可 所属内周知

謄本を所属へ転送(原本は総務課保管)

理事長へ報告

総務課へ回答送付

封書(手渡し)

公 表

(ウェブ掲載)

回答の対象外

･回答を要しないもの

･匿名

･誹謗中傷 等

(原則２０日以内)

公 表

(ウェブ掲載)

回 答

公表不可

(原則２０日以内)


